
日本野外教育学会理事選出規定 

 

日本野外教育学会会則第10条および第11条に基づき、役員の選出について次のように定める。 

第１条  理事は、次のとおり選出される。 

  (1) 理事は、正会員の選挙により20名選出する。 

  (2) その他、理事長は、若干名の理事を選出することができる。 

第２条 選挙人ならびに被選挙人は、選挙公示1ヶ月後の時点における正会員とする。 

第３条 理事会は、正会員より4名の選挙管理委員を選出し、選挙管理委員会の結成ならびに選挙管理の全てを委嘱する。選挙管理

委員の任期は、理事の任期が終了する一年前の総会時に開始し、理事の任期が終了する総会の終了時に終了する。 

第４条 選挙管理委員長は、選挙管理委員会において選挙管理委員会の中から1名選出する。選挙管理委員長に事故あるときは、選

挙管理委員がこれを代行する。 

第５条  選挙により選出する理事の定数は20名とし、各地区ごとの会員数に応じて、理事会が決定するものとする。 

  北 海 道・東  北 地区： 北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県 

  関      東 地区： 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県 

  中 部・甲 信 越  地区： 長野県、静岡県、山梨県、愛知県、岐阜県、新潟県、富山県、石川県、福井県 

  近      畿 地区： 京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、奈良県、三重県、滋賀県 

  中 四 国・九  州 地区：広島県、岡山県、山口県、島根県、鳥取県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、 

                  福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県、沖縄県 

第６条  選出地区への所属は、主たる勤務地による。勤務先を持たない場合の所属は、居住地による。ただし、海外在住者は、その

所属地区を事前に選択し、理事会に届け出るものとする。 

第７条  選出時期は、理事の任期満了（改選時の総会から次期改選年度の総会まで）の４ヶ月前から１ヶ月前とする。 

第８条  投票は、次のとおりとする。 

(1) 投票は、電子投票システムを用いて行う。 

(2) 投票は、各有権者が所属する地区内の被選挙人の中から各地区ごとの定数に応じた数を無記名複数選択方式で行う。 

第９条 開票は、選挙立会人（複数名）の立会いのもと選挙管理委員会が行う。 

 選挙立会人は選挙管理委員長が任命する。 

第１０条 当選者は、選出地区ごとに得票数の多いものから各地域の定数を選出する。ただし、得票数が等しい場合は、選挙管理委

員会が選挙立会人の立会いのもとに抽選によって順位を定め選出する。 

第１１条  当選者には、選挙管理委員長が直ちに書面をもって当選を通知する。 

第１２条  本規定の改正は、総会において出席者の過半数の賛成によって決定する。 

第１３条  付則 

(1) 当選者が辞退した場合、理事が任期中に本会を退会した場合、および会長、副会長に選出された場合は、理事の資格を失う。 

(2) その後任は次点者を繰り上げるものとし、その任期は前任者の残任期間とする。 
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